
 
環境局からのお知らせ 2021.6.1 

 

  

カラスによるごみの散乱被害を未然に防ぐ 
ゴミの収集日の早朝に、ごみが散乱しているのをよく見かけます。カラスによる被
害です。これは、雑食性であるカラスが好むエサが、人間が出す生ごみによって豊
富に得られるからです。カラスによるごみの散乱被害を未然に防ぐには、市民の皆
様一人ひとりのご協力が必要です。ごみの散乱をなくし、まちの美化のためにも、
ごみの出し方を工夫しましょう。 

生ごみを減らす工夫をする 
生ごみは、カラスにとって「エサ」 
になります。次のような工夫をして生
ごみを減らすようにしましょう。 
・コンビニ弁当や家庭の食べ残しのま 
 ますてない 
・生ごみの水きりを徹底する 

 

生ごみが見えないようにする 
 カラスは非常に視力が高く食  
 べ物を目で探します。生ごみ 
 は、外から見えないようにビ 
 ニール袋などで包み、できる 
 だけ袋の真ん中に入れるなど 
 すると効果があるようです。 

ごみを出す時間を守る 
前日の夜間にごみ出しを行うと、 
ごみの散乱被害を受けやすくなります。きれいな
環境を維持するためにも、指定された収集日の当
日、朝９時(7 月 1 日からは 8 時 30 分)までに出 

 

 

 

カラスを駆除できないのでしょうか。 
「鳥獣保護法」により原則的に捕獲等
は禁止されていますが、身体への危険
が予測されたり、生活環境などの被害
が発生している場合には、区役所に連
絡ください。 
 

 

してください。 


